
○６番（小野志保）（登壇） おは

ようございます。 

 立憲民主党、小野志保です。 

 パートナーシップ制度、ファミリ

ーシップ制度について伺います。 

 性的マイノリティーのカップルや

事実婚の方が、互いを人生のパート

ナーとし、相互に協力し合いながら

継続的な共同生活を行うことを約束

したお二人がパートナーシップの関

係にあること、また、お二人の子供

や親などを家族として尊重し合うフ

ァミリーシップの関係にあることを

自治体に宣誓することにより、自治

体が受理し、公に証明する制度で

す。この制度は婚姻制度とは異な

り、法律上の効力が生じるものでは

ありませんが、誰もが大切なパート

ナーや家族と共に自分らしく暮らし

ていける、そして、行政サービスの

一部が利用できるように応援するも

のです。 

 ２年前にもパートナーシップ制度

について御質問をさせていただきま

したが、ＬＧＢＴ理解増進法の指針

に基づく施策の展開と、同性婚に係

る裁判所の判決に伴う国の判断にも

注視する必要があることなどを検討

しなくてはならないとの御答弁でし

た。この同性婚訴訟については、５

件が違憲判断でしたが、つい先日の

11月28日、東京高裁では、合憲判断

がされ、来年にも最高裁が判断を示

す可能性があるとの報道がされまし

た。 

 婚姻の平等、同性婚を実現させる

ために設立された公益社団法人Ｍａ

ｒｒｉａｇｅ Ｆｏｒ Ａｌｌ Ｊ

ａｐａｎ－結婚の自由をすべての人

にの発表によると、同性婚法制化に

ついて、政府はパートナーシップ制

度の導入状況を注視しているとし、

日本の総人口に占める導入自治体の

人口の合計の割合、人口カバー率と

呼ばれる値は92.99％、また、541の

自治体が導入とされています。 

 愛媛県では、パートナーシップ制

度、ファミリーシップ制度、また、

その両方について、今治市、大洲

市、内子町、松山市、宇和島市に導

入されています。確かに、裁判所の

判決を踏まえての御判断も重要かと

思いますが、同性婚訴訟と、これだ

けの人口カバー率、導入自治体数、

そして自治体が宣誓する方々の意思

を尊重し、社会の中で自分らしく暮

らしていけることを応援する、これ

らの制度とは少し分けて御判断して

いただきたく思います。 

 ここで、お聞きいたします。 

 ６月議会の伊藤嘉秀議員さんへの

御答弁では、２年前と同じ趣旨の御

答弁に加え、調査研究を行うとのこ

とでした。 

 では、どのような調査研究を行

い、どこまで課題整理が進んでいる

のか、庁内での各課ごとの検討状況

を具体的にお示しください。 

 ８月11日にあかがねミュージアム

にて、ＬＧＢＴＱ＋理解の基礎とパ

ートナーシップ制度の意義～多様な

性的指向と性自認、ＰＳ制度・同性

婚の世界と日本の現状～と題し、講

師に一般社団法人カラフルドットラ

イフ代表理事の新山賢氏をお迎え

し、講演会を開催いたしました。他

県や他市から、外国籍の方や高校

生、当事者の方、ＬＧＢＴＱ支援団

体の方々にも御参加いただきまし

た。講演を通じ、何よりもＬＧＢＴ

Ｑの理解が重要であり、正しい知識

を持つこと、特別な存在ではないと

いうこと、性別違和のないことや異

性愛であることのみが自然で正しい



ものと考えられており、差別、偏見

にさらされているということ、中に

は自死を選択してしまう方もいらっ

しゃるということ、困難が目に見え

ないことも多く、性別規範と密接で

あること、地縁や血縁など、周囲の

人に頼れない状況に、ＬＧＢＴＱ当

事者がそうした差別観、偏見を内面

化し、自分のありようや生き方を受

け入れられずにいる人も多いこと、

これら性の構成要素は自分の意思で

は変えられず、治療対象ではないこ

となど、多くを学びました。 

 講演後、実施したアンケートで

は、新居浜市に制度の導入をするべ

きかという問いに、全員が導入する

べきと答え、人権として当たり前で

ある、困っている人がいる、導入し

ていくことで解決に一歩でも近づけ

る、多様性のある社会になってほし

いなどの声がありました。 

 また、同性カップルにも公的に認

められた関係性が必要だと思う、パ

ートナーシップ制度は差別解消に役

立つと思う、制度は結婚と同等の権

利を与えるべきだと思う、行政は制

度を積極的に広報するべきだと思

う、反対意見にも配慮するべきだと

思うなどの御意見がありました。 

 パートナーシップ制度、ファミリ

ーシップ制度で必要だと思う項目と

して、病院での面会、説明、緊急時

の同意や代理、公営住宅の入居、住

居の購入や賃貸に関する契約、児童

に関する手続。関連して、市に実施

してほしい支援としては、相談窓口

の常設、弁護士等専門家による相談

会、医療機関への周知促進、企業向

けガイドライン、学校での多様性教

育などの回答がございました。中で

も、災害時や、緊急搬送された、緊

急手術をしなくてはいけないなど、

待ったなしの場合、２年前の御答弁

では、当事者に寄り添い、ニーズに

なるべく寄り添いながら対応を行っ

ていきたいとのことでしたが、緊急

時になってから寄り添うのではな

く、寄り添うのは今であると考えま

す。 

 本市にとっての必要性について、

どのようにお考えになっています

か。また、導入されるとしたら、本

市で利用できる行政サービスはどの

ようなものなのでしょうか。 

 新居浜市は、ＳＤＧｓ未来都市と

して持続可能なまちづくりを推進

し、ＳＤＧｓの誰一人取り残さない

という理念に基づいた人権尊重のま

ちづくりを目指しています。真の意

味で、誰一人取り残さないというの

であれば、このパートナーシップ制

度を導入するべきだと考えます。 

 導入への方向性、また、導入後の

実効性をどうお考えになっているの

か、市長の御所見を伺います。 

 次に、地域福祉バスについて伺い

ます。 

 社会福祉法人新居浜市社会福祉協

議会では、マイクロバスとワゴン車

を活用して、高齢者や障害者などの

社会参加を支援しております。先

日、地域の高齢者対象の健康増進と

孤立防止、交流事業の一環として利

用させていただきたく思い、伺った

ところ、残念ながら利用がかないま

せんでした。 

 同様の声をほかでもお聞きしてお

ります。以前、マイクロバスは２台

あり、公民館事業でも利用させてい

ただいたこともあり、お尋ねする

と、うち１台は故障のため廃車にし

たとお聞きいたしました。 

 ここで、お伺いいたします。 

 マイクロバスとワゴン車の利用状



況はいかがでしょうか。また、１台

が廃車になった後、利用者の方々の

声は集約されていますか。その声に

ついて、新居浜市社会福祉協議会の

お考えはどのようなものでしょう

か。 

 厚生労働省の高齢者等が一人でも

安心して暮らせるコミュニティづく

り推進会議（「孤立死」ゼロを目指

して）という報告書でも、孤立した

生活が一般的となっていく中で、悲

惨な孤立死を防止するためには、人

と人とのつながりをもった温かいコ

ミュニティを目指し、高齢者を含め

て地域を構成するすべての人が、

様々なネットワークを通じてコミュ

ニティを活性化していくことが必要

になりますと明記されています。こ

の地域福祉バスは、重要な役割であ

ると考えます。市として、今後どの

ような支援をしていくのか、御所見

を伺います。 

○議長（田窪秀道） 答弁を求めま

す。古川市長。 

○市長（古川拓哉）（登壇） 小野

志保議員さんの御質問にお答えいた

します。 

 パートナーシップ制度、ファミリ

ーシップ制度についてのうち、導入

の方向性と実効性についてでござい

ます。 

 パートナーシップ制度等につきま

しては、多様な生き方を認め合い、

誰もが尊重され、安心して暮らすこ

とのできる社会の実現に向けた重要

な取組であり、誰一人取り残さない

という理念に基づいております。本

市としても、この理念に沿って、令

和９年４月の制度導入を目指して取

り組むこととしており、現在、庁内

関係各課で課題の抽出や制度設計に

向けた検討を進めているところでご

ざいます。導入後の実効性を確保す

るためには、当事者の皆様に寄り添

った運用が行えるよう、行政のみな

らず、医療機関、学校、企業等、関

係機関に制度の趣旨を御理解いただ

き、必要な協力を得ることが不可欠

でございます。そのため、制度の周

知を進め、関係機関と連携しなが

ら、円滑に運用できる体制を整えて

まいります。 

 以上、申し上げましたが、他の点

につきましては、関係理事者からお

答えさせていただきます。 

○議長（田窪秀道） 久枝福祉部

長。 

○福祉部長（久枝庄三）（登壇） 

地域福祉バスについてお答えいたし

ます。 

 マイクロバスとワゴン車の利用状

況についてでございます。 

 マイクロバス及びワゴン車につき

ましては、定期コースでの運用に加

え、障害者の社会参加支援、ボラン

ティア団体、福祉団体の活動支援に

御利用いただいており、令和７年度

の利用状況といたしましては、マイ

クロバスが11月までの８か月で

61回、ワゴン車が54回走行いたして

おります。 

 次に、利用者の声についてでござ

います。 

 新居浜市社会福祉協議会による

と、地域福祉バスの利用をお断りす

ることとなりました高齢者サークル

からは、旅行会社にバスの借り上げ

を依頼すると費用が高くて困るとい

ったお声をいただく一方で、障害者

団体等からは、見直しで利用しやす

くなったなどのお声があるそうで

す。 

 次に、新居浜市社会福祉協議会の

考えについてでございます。 



 新居浜市社会福祉協議会からは、

地域福祉バスは高齢者の健康寿命の

延伸や生きがいづくりに大きく貢献

してきましたが、その活動支援を縮

小せざるを得なくなったことは残念

でなりません。運営に当たっては、

新居浜市社会福祉協議会としても多

額の自己資金及び共同募金等で賄っ

てまいりましたが、高騰する人件費

やバスの購入費、維持費を負担する

ことは極めて困難であることから、

現状の運用について御理解をお願い

しますとのことでございました。 

 次に、今後の支援についてでござ

います。 

 市といたしましては、地域福祉バ

スの運営を現状の２台体制で継続し

ていただくとともに、福祉分野にお

ける行政の補完的役割を担っていた

だく新居浜市社会福祉協議会に安定

的な運営を行っていただき、地域福

祉の発展につながるよう、引き続き

運営補助を行うなど、適切な支援を

行ってまいります。 

○議長（田窪秀道） 沢田市民環境

部長。 

○市民環境部長（沢田友子）（登

壇） パートナーシップ制度、ファ

ミリーシップ制度についてのうち、

検討状況と必要性についてお答えい

たします。 

 まず、調査研究及び課題整理につ

いてでございます。 

 既に制度を導入している自治体に

おける導入までのプロセス、取組状

況や運用実態、適用可能な行政サー

ビスの範囲、課題発生事例等につい

て、情報収集を進めております。こ

うした調査を通じて、制度導入に向

けた全体像の把握を行っており、幅

広い観点からの調査及び課題整理を

行っているところでございます。 

 次に、各課ごとの検討状況につき

ましては、導入済み自治体の例を参

考にいたしまして、制度導入時に、

利用可能な行政サービスを所管する

と想定される課を対象とした説明会

や意見交換を行っております。運用

上の課題整理や対応方針について

は、現在、各課で検討している段階

でございまして、全庁的な課題等の

集約、整理は、今後実施していくこ

ととしております。 

 次に、利用可能な行政サービスに

ついてでございます。 

 制度が導入される場合の、本市で

利用できる行政サービスにつきまし

ては、既に制度を導入している多く

の自治体と同様の行政サービスを検

討しております。現在、全庁的な調

査の途中ではございますが、市営住

宅への入居の申込みの際に、パート

ナーを事実上婚姻関係と同様の事情

にある者と認める、生活保護の申請

の際に、パートナーを同一世帯員と

して認める等については、対応が可

能である旨、担当課から回答を得て

おります。このほか、他市の事例を

参考に、住民票への続柄の記載、保

育所等への入所申請、要介護認定の

代理手続等の各種行政サービスにつ

いても課題の整理等を進めてまいり

ます。 

 以上で答弁を終わります。 

○議長（田窪秀道） 再質問はあり

ませんか。小野志保議員。 

○６番（小野志保）（登壇） パー

トナーシップ制度、ファミリーシッ

プ制度について、誰もが大切なパー

トナーや家族と共に自分らしく幸せ

に、この新居浜市で暮らしていって

いただけますように、どうぞよろし

くお願いいたします。 

 地域福祉バスについて、孤立した



生活、そして孤立死を防ぐために

も、何らかの方法を引き続き御検討

いただきますことを要望し、私の質

問を終わります。ありがとうござい

ました。 


